
資料 ８ 

 

小学校給食における食物アレルギーの取組と課題について 

 

１ 学校給食における食物アレルギー対応の基本に基づいた本市の取組 

⑴ 学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省） 

         

     



⑵ 学校における食物アレルギー対応ガイドライン＜令和３年度改訂＞（大阪府教育委員会） 

抜粋：学校における食物アレルギー対応ガイドライン 

       

        

                                  以上「」より 

 



 

⑶ 吹田市における取組 

① 教育委員会が対応の方針を定め、各校では対応共有のための協議の場を持つ 

② 学校対応の理解を求めるため医師会と、また緊急時に備え消防機関との連携を図る 

③ 全校対象に教育委員会主催の説明会や情報共有の場を持ち、各校では研修会を実施 

④ 対応のための、環境を整える 

＊吹田市統一の対応 

＊対象児童把握のための取組方法と対応方針の決定 

＊年間スケジュールの策定 

＊対応開始（学校生活管理指導表の提出が必須）と解除（解除申請書の提出）の統一化 

＊使用しない品目の明確化 

＊除去食対象献立、対象品目の明確化 

＊わかりやすい献立の作成・給食提供（献立名・調理工程・使用食材・予定献立表など） 

＊学校・クラスでの給食時間対応の統一化 

＊献立確認方法の統一化 

 

２ 吹田市の課題 

  『 安全性を最優先するための「二者択一」の給食提供を原則とした対応の実施 』 

⑴ 食物アレルギーの多様化「即時型対応と予防的対応」 

⑵ 学校給食の対応範囲と家庭の対応の差 

⑶ 食物アレルギー対応を求めない自己除去 

 

 

⑴  一つのアレルゲンに対して、対応は一つ「二者択一」 

    ➡ 特定原材料及びそれに準ずるものの品目の分類を参考にする 

    ➡ 品目ごとの対応の基本を示す 

⑵ 食物アレルギーとその他の医療的配慮の考え方を分ける 

   ➡ 文科省の対応指針は食物アレルギー対応のみのため、食物アレルギー対応のみ、充当する 

   ➡ 食物アレルギー以外の医療的配慮では対応を継続する 

⑶ 「学校や担任の確認は不要（自己除去）」の選択肢が残れば、結局その対象児童（自己除去）が 

増えるのではないか？ 

    ➡ まずは、自己除去の選択肢を廃止しなければ、把握していない事故が起こる可能性がある 

⑷ 「学校や食物アレルギーに関する帳票類（提示する帳票の種類）についても再考 

     

 

今後の考え方 （別添：参考資料 1・2 も参照） 



 参考資料 1 

 

 

「学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省）」より抜粋 



参考資料 2 

 【 二者択一の統一に向けた、吹田市の考え方・対応の基本 】 

 
＜除去対象とならないもの（対象外）＞ 

 
① 特定原材料及びそれに準ずるもの 28品目のうち、本市で提供しないもの 13品目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ＊上述 28品目のうち使用しない 13品目 

          えび・かに・くるみ・そば・落花生 

          アーモンド・あわび・いくら・カシューナッツ・キウイフルーツ・バナナ・マカダミアナッツ・やまいも 
 

② 調味料・だし・添加物（加工の際に添加するもの） 

抜粋：学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省） 第Ⅱ章3-2  

  

食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくい 

下記の食品については、完全除去を原則とする学校給食においても、基本的に除去する 

必要はありません。 

    これらについて対応が必要な児童生徒は、当該原因食物に対する重篤なアレルギーが 

あることを意味するため、安全な給食提供が困難な場合には、弁当対応を考慮します。 

 

原因食物 除去する必要のない調味料・だし・添加物等 

卵 卵殻カルシウム 

乳 乳糖・乳清焼成カルシウム 

小麦 しょうゆ・酢・みそ 

大豆 大豆油・しょうゆ・みそ 

ゴマ ゴマ油 

魚類 かつおだし・いりこだし・魚しょう 

肉類 エキス 

 

 

 

 

 

名称：肉だんご 

原材料名：豚肉、ゼラチン、食塩、 

砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、 

香辛料（小麦を含む）、酵母エキス、 

調味料（アミノ酸、核酸） 

 

【小麦の例】 

 このような表示であれば、 

特に医師の指示がない限り、 

基本的に除去する必要はあ 

りません。 

 


